
産後のママを応援します‼ 

産後ケア事業について 
 

産後ケアとは   

産後ケア事業とは、産後のお母さんが疲労回復のための休養をとったり、助産師等から育児サポ 

ート（授乳・沐浴・育児相談など）を受けることができる事業です。 

 

利用できる方 

辰野町に住所がある、出産後 1年以内のお母さんと赤ちゃんで産後の体調や育児に不安がある方 

 

内 容 

辰野町が契約している医療機関・助産所への短期入所（宿泊）・通所（日帰り）・又は助産師等の 

訪問により、次の内容の育児サポートを行います。 

・お母さんの休養、産後の心と体のケア 

・赤ちゃんの沐浴、授乳等の育児相談 

・乳房に関するケアや相談 

・生活面での保健指導 等 

 

利用可能日数 

短期入所型・通所型・訪問型の合計で 1回の出産につき 7日以内 

※母子の状態により引き続きの利用が必要と認められる場合は再申請により最大 7 日間まで延長可能 

 

利用料 

利用料の 7割を町が負担しますので残りの金額を利用施設へお支払いください。 

ただし、町の負担額は 1 日あたり短期入所 17,500 円、通所型 9,800 円、訪問型 7,000 円が

上限額となります。 

※新生児が双子の場合は第２子の新生児に係る費用は全額利用者負担になります。 

 

利用方法 

・利用を希望される方は、子育て応援課に「辰野町産後ケア事業利用申請書」を提出してください。 

産後ケアが利用できる医療機関・助産所等は裏面・別紙でご確認ください。 

・町が契約している医療機関・助産所等以外で利用された場合は、利用後に領収書等を添付して子

育て応援課に申請をしていただくことにより、費用の一部をお返しいたします。 

 

 

 

辰野町役場 子育て応援課 母子保健係 

   電話 0266-41-1111 

 



 

  

 

【医療機関】 

施設名 住所 電話番号 

伊那中央病院 伊那市小四郎久保 1313-1 0265-72-3121 

諏訪赤十字病院 
諏訪市湖岸通り 

5丁目 11番 50号 
0266-52-6111 

駒ヶ根高原 

レディスクリニック 
駒ヶ根市赤穂 759-195 0265-82-1010 

菜の花 

マタニティクリニック 
伊那市日影 380-1 0265-76-7087 

諏訪マタニティ－ 

クリニック 
下諏訪町矢木 112-13 0266-28-6100 

 

  ※【助産所】は別紙参照 

 

こんな時に利用できます！！ 

初めての出産だから、育児が

よく分からなくて心配・・・ 

産後の体がなかなか回

復しなくて不安・・・ 

 

周りからのサポートがなく

て、疲れたからゆっくり休

みたいな・・・ 

 

辰野町産後ケア事業 利用可能施設一覧 


